
       平成 30年度行政組織の見直し        
 

都城市第３次行財政改革大綱の主要成果目標の一つである「職員数の削減（５年間

で２０名の削減）」に基づいて、組織及び事務事業の見直しを行いました。 

定数の適正化を図りながら、同大綱の基本理念である『創造的改革』を推進するた

め、政策志向の組織機構再編等により、組織の最適化を実現します。 

 

 

【 部局レベルの見直し 】 

①  ふるさと産業推進局の新設 

六次産業化をより一層、発展的に推進するとともに、地場産業全体の振興を強力に

推進するため、従来の６次産業化推進事務に加え、販路拡大や販売力強化などの出口

戦略強化のため、ふるさと納税と物産振興を所掌する「ふるさと産業推進局」を設置

します。 

ＰＲ担当注1ＰＲ担当

ふるさと納税担当

商工観光部 商工観光部

課長 課長 観光担当

みやこんじょＰＲ課 みやこんじょＰＲ課

観光担当

六次産業化推進事務局

参事 六次産業化推進担当

ふるさと産業推進局

物産振興担当

現行 改正後

政策企画担当

地方創生担当 地方創生担当

ふるさと納税担当 行政管理担当

総合政策部 総合政策部

総合政策課 総合政策課

課長 政策企画担当 課長

行政管理担当 総合政策部総括担当

総合政策部総括担当

参事 六次産業化推進担当

 

※改正前のＰＲ担当業務の一部である地場産業振興業務等を移管。改正後のＰＲ担当は、

ＰＲ業務に特化し、当該業務を強力に推進します 



【 課レベルの見直し 】 

① スポーツ施設整備推進室の新設 

２０２６年国民体育大会の会場となる県立陸上競技場整備推進等に対応。県との連

絡調整や庁内関係課との調整・進行管理を所掌し、スポーツ施設関連整備事業を強力

に牽引するため、総合政策部内に、課相当の室として「スポーツ施設整備推進室」を

設置します。 
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※スポーツ施設関連整備事業に係る、県との連絡調整や庁内関係課との調整や進行管理

を新設室へ移管します 

 

② 市立図書館への指定管理者制度の導入 

市立図書館は、指定管理者制度の導入に伴い課の機能を廃止します。これに伴い、

図書館資料収集の最終決定や指定管理者制度導入後の施設管理は、教育委員会生涯学

習課が所管します。 

 

 

【 担当レベル（事務体制）の見直し 】 

① コミュニティ文化課への地縁による団体の認可・証明等業務の移管 

市民サービスの向上を図るため、地縁による団体の認可・証明等業務を、管財課か

ら自治公民館の総合相談窓口を所掌するコミュニティ文化課へ移管します。 

 

② クリーンセンターの業務担当の廃止 

クリーンセンタープラットホームにおける搬入誘導等業務の民営化に伴い、業務担

当を廃止します。 

 

③ みやこんじょＰＲ課への温泉施設等の施設管理業務の集約 

平成３０年４月１日発足を予定している「都城ぼんち地域振興株式会社」の経営を

包括的に捕捉。同社を指定管理者とする温泉施設や観光施設などを俯瞰し、一体的に

管理するため、同社の所管及び温泉施設等の管理業務を、各総合支所産業建設課から

みやこんじょＰＲ課へ移管し集約します。 



④ 上下水道局下水道課への下水道事業及び農業集落排水事業の集約 

下水道課の移転に伴う上下水道局の事務の効率化を図るため、各総合支所産業建設

課が行っている下水道事業と農業集落排水事業を、下水道課へ集約します。 

 

⑤ 下水道課の排水・賦課担当の分割・再編 

下水道課の排水・賦課担当を分割・再編。料金などの賦課部門を上下水道局総務課

の料金担当に一元化し、市民サービスの向上を図るとともに、排水・賦課担当を排水

担当に改称します。 

 

⑥ 消防局南・北消防署の調査担当の改称 

消防局予防課との予防業務の連携強化を図るため、現在の所掌業務である火災の原

因等の調査、災害の警戒・防御、安全管理及び消防活動訓練等を包括する予防担当に

改称します。 

 














